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価格転嫁・取引適正化対策の今後の方向性（まとめ）

①中小受託取引適正化法【取適法】（従業員基準の追加による対象拡大、協議に応じない一方的な価格決定や手形払いの禁止等。)

②受託中小企業振興法【振興法】（従業員基準の追加による対象拡大、指導・助言に従わない事業者に具体的に改善を促す勧奨を追加等。)

③フリーランス・事業者間取引適正化等法（フリーランスの取引環境、就業環境の整備。 2024年11月施行。）

※①及び②は2026年1月1日より改正法施行。取適法対象外取引に関する適正化策について企業取引研究会（公取・中企庁共催）で検討中。

１. 法の厳正な執行

２.民間の自主的取組の後押し

①価格交渉促進月間（2021年９月から開始。毎年９月、3月に実施）に基づく、「発注者リスト」公表、迅速な注意喚起、指導・助言

②価格転嫁を阻害する商習慣の見直し（取組状況の見える化、PDCAサイクルによる改善）

③取引適正化のための自主行動計画（34業種・92団体 ※2026年1月時点）の改訂・徹底

④パートナーシップ構築宣言(86,699社 ※2025年3月3日時点)の周知・実効性の向上

⑤労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針（2025年12月改正）の周知・徹底

３. 取引実態の把握・相談対応

①取引Gメン（約330名）が取引実態をヒアリング（年間１万件以上）

②取引かけこみ寺（全国47都道府県に設置）における相談対応を実施（年間１万件以上）

４. 官公需における価格交渉・価格転嫁の促進

①国等の契約の基本方針（2025年4月閣議決定）等を踏まえた、発注者側から少なくとも年１回以上の協議の促進、低入札価格調査制度

や最低制限価格制度の導入拡大・活用（総務省を通じ自治体へ周知。導入状況の見える化・公表）。

※価格交渉促進月間の発注者リストで67自治体が公表されたことを踏まえ、適切な対応を求める文書を総務省から自治体へ

発出（8月5日）

②令和8年度予算編成における、経済・物価動向等の適切な反映。令和7年度補正予算の重点支援地方交付金の活用。



取適法について
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適用対象

製造委託 修理委託
役務提供委託

（運送・倉庫保管・情報処理）
情報成果物作成委託
（プログラム）

役務提供委託
（運送・倉庫保管・情報処理除く）

情報成果物作成委託
（プログラム除く）

中小受託取引適正化法の概要
法目的 中小受託取引の公正化 ・ 中小受託事業者の利益保護

禁止行為

受領拒否 報復措置

支払遅延（手形払等の禁止） 有償支給原材料等の対価の早期決済

減額 割引困難な手形の交付

返品 不当な経済上の利益提供要請

買いたたき 不当な給付内容の変更・やり直し

購入・利用強制 協議に応じない一方的な代金決定

特定運送委託

委託
事業者

資本金３億超

資本金１千万超３億以下

常時使用する従業員300人超

中小
受託
事業者

資本金３億以下（個人含む）

資本金１千万以下（個人含む）

常時使用する従業員300人以下（個人含む）

委託
事業者

資本金５千万超

資本金１千万超５千万以下

常時使用する従業員100人超

中小
受託
事業者

資本金５千万以下（個人含む）

資本金１千万以下（個人含む）

常時使用する従業員100人以下（個人含む）

①取引の内容

②規模要件

①取引の内容

②規模要件

①取引の内容 ＋ ②規模要件 ＝ 対象取引

義務

発注内容を明示する義務（発注書の交付）

取引に関する書類等を作成・保存する義務（2
年）

支払期日（受領後60日以内）を定める義務

遅延利息（14.6％）の支払義務

※赤色は改正内容 3
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法律の題名・用語の変更

下請代金支払遅延等防止法

下請代金

親事業者

下請事業者

製造委託等に係る中小事業者に対する
代金の支払の遅延等の防止に関する法律

製造委託等代金

委託事業者

中小受託事業者

適用対象の拡大

禁止行為の追加

面的執行の強化

その他

⚫ 製造委託の対象物品に金型以外の型等（木型、治具など専ら物品の
製造に用いる物品）が追加されます

⚫ 書面交付義務について、中小受託事業者の承諾の有無にかかわらず、
電子メールなどの電磁的方法による方法とすることが可能になりま
す

⚫適用基準に「従業員基準」を追加
従来の資本金基準に加え、従業員基準（300人、100人）
が追加され、規制及び保護の対象が拡充されます

⚫対象取引に「特定運送委託」を追加
適用対象となる取引に、製造等の目的物の引渡しに必要な
運送の委託が追加されます

⚫「協議に応じない一方的な代金決定」を禁止
代金に関する協議に応じないことや、必要な説明を行わな
いことなど、一方的な代金決定が禁止されます

⚫「手形払」等を禁止
手形払が禁止されるとともに、その他の支払い手段（電子
記録債権等）についても、 支払期日までに代金相当額満
額を得ることが困難なものが禁止されます

⚫事業所管省庁に指導・助言権限を付与
事業所管省庁において、取適法に基づく指導及び助言ができるよ
うになるほか、報復 措置の禁止に係る情報提供先にも事業所管
省庁が追加されます

取適法改正ポイント（2026年1月1日施行）
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① 協議を適切に行わない代金額の決定の禁止【新第５条第２項第４号関係】

◆ 「市価」の認定が必要となる買いたたきとは別途、対等な価格交渉を確保する観点から、中小
受託事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず、協議に応じなかったり、委託事業者
が必要な説明を行わなかったりするなど、一方的に代金を決定して、中小受託事業者の利益を
不当に害する行為を禁止する規定を新設する。

改 正 内 容

【コスト上昇型】

従前の対価

引上げ後の対価
※コストアップに

見合わない引上げ幅

コスト
40円

コスト
90円

100円

110円

利益

利益

改正法

交渉プロセスに着目した規定を新設

従来 【対価引下げ型】

従前の対価

引下げ後の対価

コスト
40円

100円

50円

利益

利益

コスト
40円

対価に着目
した規定

➢  コストが上昇している中で、協議することなく価格を据え置いたり、コスト上昇に見合わない
価格を一方的に決めたりするなど、上昇したコストの価格転嫁についての課題がみられる。

➢  そのため、適切な価格転嫁が行われる取引環境の整備が必要。

改 正 理 由

取適法の改正事項の概要



◆  中小受託事業者の保護のためには、今般の指導基準の変更を一段進め、本法上の支払手段と
して、手形払を認めないこととする。

◆  電子記録債権やファクタリングについても、支払期日までに代金に相当する金銭（手数料等を
含む満額）を得ることが困難であるものについては認めないこととする。

② 手形払等の禁止【新第５条第１項第２号関係】

4/1  5/1   6/30  ８/30

     製品や役務の受領日 支払日＝手形交付日   満期日＝入金日

手形サイト60日間

支払日までの期間（60日）＋手形サイト（60日）＝現金受領までの期間【120日】

     製品や役務の受領日 支払日

支払日までの期間（60日）＝現金受領までの期間【60日】

4/1  5/1   6/30  

短縮
改正法

従来 支払日までの期間

支払日までの期間

改 正 内 容

➢  支払手段として手形等を用いることにより、発注者が受注者に資金繰りに係る負担を求める
商慣習が続いている。

改 正 理 由
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取適法の改正事項の概要



③ 運送委託の対象取引への追加【新第２条第５項、第６項関係】

◆   発荷主が運送事業者に対して物品の運送を委託する取引を、本法の対象となる新たな類型とし
て追加し、機動的に対応できるようにする。

運送事業者 運送事業者
発荷主

（例：部品メーカー、
卸売業者等） 再委託委託

従来

改正法

物品の運送の再委託が対象

改 正 内 容

荷積みの強要
荷待ち

➢  発荷主から元請運送事業者への委託は、本法の対象外（独占禁止法の物流特殊指定で対応）で
ある。

➢  立場の弱い物流事業者が、荷役や荷待ちを無償で行わされているなど、荷主・物流事業者間の
問題（荷役・荷待ち）が顕在化している。

従来の「物品の運送の再委託」に加えて「物品の運送の委託」を新たな規制対象に追加

改 正 理 由

7

取適法の改正事項の概要



◆  適用基準として従業員数の基準を新たに追加する。
◆  具体的な基準については、本法の趣旨や運用実績、取引の実態、事業者にとっての分かりやす
さ、既存法令との関連性等の観点から、従業員数300人（製造委託等）又は100人（役務提供
委託等）を基準とする。

④ 従業員基準の追加【新第２条第８項、第９項関係】

【適用基準例（製造委託等）】

資本金3億円超

資本金1千万円超3億円以下

従業員300人超

資本金3億円以下(個人を含む。)

資本金1千万円以下(個人を含む。)

従業員300人以下(個人を含む。)

改正法

基準追加

従来

中小受託委託

改 正 内 容

➢  実質的には事業規模は大きいものの当初の資本金が少額である事業者や、減資をすることに
よって、本法の対象とならない例がある。

➢  本法の適用を逃れるため、受注者に増資を求める発注者が存在する。

8

改 正 理 由

取適法の改正事項の概要
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B事業者は従業員基準の要件を満たす「委託事業者」

資本金基準 従業員基準 適用される基準

○ × 資本金

× ○ 従業員

○ ○ 資本金（※）

× × 適用対象外

• 委託取引ごとに規模要件を判断。

• 従業員基準は資本金基準が適用されない場合に適用。

※資本金基準と従業員基準の両方の要件を満たす場合には「資本金基準」が適用される。

○：要件を満たす ×：要件を満たさない

a委託（これまでも対象であった取引）

b委託（新たに対象となる取引）

A事業者は資本金基準の要件を満たす「委託事業者」

【製造委託の例】

ポイント

Ａ事業者

資本金 ５億円

従業員 70人

Ｂ事業者

資本金 3000万円

従業員 450人

（参考）従業員基準の整理表
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Ｎ－２月 Ｎ－１月 Ｎ月

「常時使用する従業員の数」について(運用基準)

• 「常時使用する従業員」とは、その事業者が使用する労働者（労働基準法第９条に規定する労働者をいう。）

のうち、日々雇い入れられる者（１か月を超えて引き続き使用される者を除く。）以外のもの
をいう。

• 「常時使用する従業員の数」とは、当該事業者の賃金台帳の調製対象となる「常時使用する従
業員」（労働基準法第108条及び第109条、労働基準法施行規則第55条及び様式第20号等）の数によって算定するものと
する。

賃金支払
（中小受託事業者）

従業員数の判断
（公正取引委員会）

製造委託等の実施
（委託事業者）

「常時使用する従業員の数」の判断のポイント

※委託事業者において、「常時使用する従業員の数」を確認する義務はない。
※原則、製造委託等を行った時における「常時使用する従業員の数」によって判断されるが、

例外的に下記の取扱いを行うことも可能。
※グループ会社等の場合には、法人単位で従業員数を判断。

賃金台帳調製
（中小受託事業者）

例 ※N-2月の賃金台帳上の労働者の数をもって、N月の「常時使用する従業員の数」とする



振興法について
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適用対象

製造委託 修理委託 役務提供委託情報成果物作成委託

振興法（受託中小企業振興法）の概要

法目的 受託中小企業の振興

特定運送委託

委託
事業者

資本金が中小受託事業者より１
円でも大きい

常時使用する従業員数が、中小
受託事業者より１人でも多い

中小
受託
事業者

資本金３億以下（個人含む）

常時使用する従業員300人以下

委託
事業者

資本金が中小受託事業者より１
円でも大きい

常時使用する従業員数が、中小
受託事業者より１人でも多い

中小
受託
事業者

資本金５千万以下（個人含む）

常時使用する従業員100人以下
（個人含む）

①取引の内容

②規模要件
（製造業、建設業、
運輸業その他）

②規模要件
（サービス業）

①取引の内容 ＋ ②規模要件 ＝ 対象取引

① 経済産業大臣が中小受託事業者と委託事業者のよるべき基準として「振興基準」※を定める。

※パートナーシップ構築宣言では振興基準遵守が必須（約8万社が宣言）。業界団体の自主行動計画（31業種・88団体）にも振

興基準の遵守が盛り込まれる

② 上記の「振興基準」に関し、事業所管大臣から事業者への指導・助言又は勧奨。

③ 調査、公表 （例：価格交渉・転嫁等の状況の「発注者リスト」（発注側企業446社及び71の国の機関・地方公共団体）を公

表）

④ サプライチェーンの多段階にある受注側企業と発注側企業が協力して作成する「振興事業計画」について、金融支援。 

⑤ 国及び地方公共団体の責務、連携強化。

具体的な措置

※赤色は改正内容
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前文で、委託事業者・中小受託事業者双方が適正な利益を得て、直接の取引先から更に先の
取引先も含めた事業者間の協力や、サプライチェーンの深い層を含む、サプライチェーン全体
で付加価値向上を目指す旨を明確化。

１．振興基準の趣旨・理念の明記

複数の取引段階（事業者１→２→３）の事業者による振興事業計画が、支援対象に追加され
たことを踏まえ、本計画の活用を促す旨を新たに規定。

３．振興事業計画の活用促進

価格交渉、転嫁を求める立場の中小受託事業者が活用しやすいよう、交渉、転嫁に関する
ルールを集約するなど構成を整理。 中小企業が、本基準を交渉等で活用すべき旨も明記。

４．振興基準を活用しやすく整理（例：「交渉」に関する規定の集約など）

取適法運用基準（通達）に記載の不適切な取引事例は行わないことや、手形払いの禁止、サプ
ライチェーン全体での支払手段の適正化に努める旨を追記。

また、「契約後に不当なやり直し・受領拒否が生じないよう発注内容を明確化」「発注量が予
定より合理的理由なく大きな乖離が生じる場合の、発注者からの自主的協議」を促す旨を規定。

２．中小受託事業者の利益保護に繋がるよう、 「中小受託取引適正化法」の改正の反映や、
取引における留意事項の追記
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「親事業者」→ 「委託事業者」、「下請事業者」→ 「中小受託事業者」 等

５．「下請」等用語の改正

法改正をふまえた「振興基準」の改正（令和8年1月1日施行）

※改正振興基準は中小企業庁HPからご確認できます→



改正内容①（多段階の事業者が連携した取組への支援）

課題①（サプライチェーンの深層における取引適正化対策）

◆多段階の取引からなるサプライチェーンにおいて、２以上の取引段階にある事業者による振興
事業計画に対し、承認・支援できる旨を追加。

⇒ 直接の取引先との関係のみならず、サプライチェーン全体の取引適正化等の取組を促す
メッセージ

Tier１

Tier０

Tier3

Tier2
設備投資/価格転嫁

交
渉

転
嫁

支援対象の事業計画は、直接の取引関係のみ

法改正

改正前

Tier１

Tier0

Tier２

Tier３ Tier４

転嫁率

53.6％

52.1％

48.2％

40.2％

※受注側企業の取引段階と価格転嫁率
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※事業計画・取組みの例
自動車部品の改良＋効果の共有
製造時間の短縮・生産効率化
保管金型の廃棄 等

直接の取引関係に限らず支援可能に

➢ サプライチェーンの取引段階が深くなるにつれて、
価格転嫁割合が低い。（価格交渉促進月間

（2025年3月）結果）

➢ 直接の取引先を越えて、1つ先、「数次先
の取引先まで含めて、価格交渉」しない
商習慣。

振興法の改正事項の概要①（多段階の事業者が連携した取組への支援）

【第５条関係】
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◆  地方公共団体は受託中小企業の振興に必要な取組の推進等に努める、国・地方公
共団体等が密接な連携の確保に努める旨を規定。

⇒ 全国津々浦々の価格転嫁を推進

改正内容②（国・地方公共団体の責務規定新設）

課題②（地方公共団体における取引適正化対策）

➢ 地方における価格転嫁の推進には、都道府県毎の取引適正化に向けた取組が重要。

＜取組例＞

①パートナーシップ構築宣言（発注者の立場でサプライ

チェーン全体の付加価値向上・取引慣行の遵守を宣言。5.8万

社）の普及のために経済団体との協定締結

②宣言企業への補助金加点等のインセンティブ

③価格交渉セミナーの実施

※パートナーシップ構築宣言普及に向けた各都道府県の取組
「第６回未来を拓くパートナーシップ構築推進会議（令和７年２月）」 資料２－３
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新たな取組：全国47都道府県に設置されている取引かけこみ寺に寄せられる中小企業からの声の一層の
活用のための連携強化

振興法の改正事項の概要②（国・地方公共団体の責務規定新設）

【新第23条関係】



課題③（主務大臣による指導助言を受けても改善しない例）

◆主務大臣が指導・助言したものの、状況が改善されない事業者に対して、より具
体的措置を示して、その実施を促す（「勧奨」する）ことができる旨を規定。

⇒ 価格転嫁・取引適正化の実効性を高める。

※取適法違反事業者に対しては取適法に基づき対応。

16

➢ 取引Ｇメンのヒアリング結果、価格交渉促進月間における調査結果を受けて、価格交渉・
価格転嫁等の状況が芳しくない事業者に対し、主務大臣による指導・助言を実施。

⇒ 取引方針が改善される等、一定の効果あり。

➢ 他方、何度か指導・助言を受けても、取引方針が改善されない事業者も存在。

⇒ そうした事業者は、改善の意思はあるものの、どのような取組を講じるべきか、具体的な
検討が不十分な者あり。

振興法の改正事項の概要③（主務大臣の権限強化「勧奨」）

【第４条関係】改正内容③（主務大臣の権限強化「勧奨」）
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振興法の改正事項の概要⑤（「下請」という用語の改正）

【題名、第１条、第２条等関係】

◆「下請」等が含まれる用語を、振興法においても改正する。

「下請中小企業」 ⇒「受託中小企業」 

「親事業者」 ⇒「委託事業者」

「下請中小企業振興法」⇒「受託中小企業振興法」

改正内容⑤（「下請」という用語の改正）



参考資料

19



公正取引委員会 取適法・振興法特設サイト

公正取引委員会の特設サイトにて改正ポイントを
項目ごとに紹介。

取適法特設サイト（公正取引委員会HP）

20

https://www.jftc.go.jp/toriteki_2025/
https://www.jftc.go.jp/toriteki_2025/
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【公正取引委員会】
○中小受託取引適正化法（取適法）関係
https://www.jftc.go.jp/partnership_package/toritekihou.html

【中小企業庁】
○改正ポイント説明会 説明資料掲載
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2025/
251014.html

【適正取引支援サイト】（経済産業省）
○取適法講習会、価格講習会（e-ラーニング）
他 適正取引に係る支援コンテンツを提供

https://tekitorisupport.go.jp/

改正法の関連ホームページ

https://www.jftc.go.jp/partnership_package/toritekihou.html
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2025/251014.html
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2025/251014.html
https://tekitorisupport.go.jp/


価格転嫁サポート窓口

各県のよろず支援拠点に設置。
価格交渉の基礎知識＆原価計算手法の習得支援を
行っています。

【産業部 取引適正化推進室】】

拠点名 電話番号 設置機関

青森県

よろず

支援拠点

017-721-3787 (公財)21あおもり産業総

合支援センター

岩手県

よろず

支援拠点

019-631-3826 (公財)いわて産業振興セ

ンター

宮城県

よろず

支援拠点

022-393-8044

宮城県商工会連合会

秋田県

よろず

支援拠点

018-860-5605 (公財)あきた企業活性化

センター

山形県

よろず

支援拠点

023-647-0708 (公財)やまがた産業支援

機構

福島県

よろず

支援拠点

024-954-4161 (公財)福島県産業振興セ

ンター

ご活用ください

取引先と価格交渉を行うために準備しておくとよ
いツールや、交渉を行う上で押さえておくと良い
ポイントなどを、わかりやすくまとめています。

中小企業・小規模事業者の価格交渉ハンドブック (令和6年2月改訂)

中企庁HP：改正法の情
報等、最新情報はこち
らから

価格交渉・転嫁の支
援ツールはこちらか
らご利用ください。

ここから始める価格交
渉（令和6年3月1日）

商工会・商工会議所

「原材料価格が高騰しているのに取引
先が価格転嫁を全く認めてくれな
い！」などの中小企業の取引上の悩み
の相談に応じています。
フリーダイヤル： 0120-418-618

「中小企業・小規模事業者の価格交渉
ガイドブック」の活用等により、中
小・小規模事業者の価格転嫁を支援し
ています。

取引かけこみ寺

中企庁適正取引支援
サイト：講習会、相
談窓口、取組事例の
紹介等はこちらから

利益を確保し、従業員を守るために、価格交渉を。
一歩を踏み出すために、相談機関等を活用しませんか？
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https://www.21aomori.or.jp/yorozu
https://www.21aomori.or.jp/yorozu
https://www.21aomori.or.jp/yorozu
https://iwate-yorozu.jp/
https://iwate-yorozu.jp/
https://iwate-yorozu.jp/
http://www.yorozu.miyagi-fsci.or.jp/
http://www.yorozu.miyagi-fsci.or.jp/
http://www.yorozu.miyagi-fsci.or.jp/
https://akita-yorozu.go.jp/
https://akita-yorozu.go.jp/
https://akita-yorozu.go.jp/
https://yorozu-yamagata.com/
https://yorozu-yamagata.com/
https://yorozu-yamagata.com/
https://fukushima-yorozu.go.jp/
https://fukushima-yorozu.go.jp/
https://fukushima-yorozu.go.jp/
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/pamflet/kakaku_kosho_handbook.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/pamflet/kakaku_kosho_handbook.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/index.html#pamf
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/index.html#pamf
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/index.html#pamf
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/index.html#pamf
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/index.html#pamf
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/index.html#pamf
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/index.html#pamf
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/index.html#pamf
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/pamflet/hajimeru_kakaku_kosho.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/pamflet/hajimeru_kakaku_kosho.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/pamflet/hajimeru_kakaku_kosho.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/pamflet/hajimeru_kakaku_kosho.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/pamflet/hajimeru_kakaku_kosho.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/pamflet/hajimeru_kakaku_kosho.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/pamflet/hajimeru_kakaku_kosho.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/pamflet/hajimeru_kakaku_kosho.pdf
https://tekitorisupport.go.jp/
https://tekitorisupport.go.jp/
https://tekitorisupport.go.jp/
https://tekitorisupport.go.jp/
https://tekitorisupport.go.jp/


適正な取引のためには、価格交渉をすることが大切です。
労務費を反映した価格交渉、始めませんか？

◼「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」に
おいて、発注者・受注者各々の採るべき行動、求められる
行動を公表しています。価格交渉の申し込み様式例と併せ
てご活用ください。

労務費の転嫁にかかる12の行動指針

価格交渉の申し込み様式例

労務費、原材料費、エネルギー費それぞれ
を明示する様式例です。今後の交渉にぜひ
お役立てください。

【産業部 取引適正化推進室】】

採るべき行動／求められる行動

発注者 受注者

①本社(経営トップ)の関与 ①相談窓口の活用

②発注者側からの定期的な
 協議の実施

②根拠とする資料は最低賃金上昇率
等の公表資料とすること。

③説明・資料を求める場合
 は公表資料とすること

③賃上げ要請のタイミング
価格交渉を申し出やすいタイミング
や、受注者の交渉力が比較的優位な
タイミングなどの機会を活用して行
うこと。

④サプライチェーン全体での
 適切な価格転嫁を行う

⑤要請があれば協議のテー
 ブルにつくこと ④発注者から価格を提示されるのを

待たずに自ら希望する額を提示する
こと。⑥必要に応じ考え方を提案

 すること

発注者・受注者の双方

①定期的なコミュニケーション

②交渉記録の作成、発注者と受注者双方での保管

指針に沿わない行為をすることにより、公正な競争を阻害するおそれがある場合は、
公正取引委員会において独禁法・取適法に基づき厳正に対処。

労務費の適切な
転嫁のための価
格交渉に関する
指針
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https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/index.html#roumuhi_shishin
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/index.html#roumuhi_shishin
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/index.html#roumuhi_shishin
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/index.html#roumuhi_shishin


価格転嫁に前向きな企業も多く存在します。
価格交渉、始めませんか？ 【産業部 取引適正化推進室】】

◼「価格交渉促進月間」フォローアップ調査で
は価格交渉・価格転嫁の状況が公表されてい
ます。また、価格転嫁・取引適正化に積極的
な企業のリストが公表されています。是非、
価格交渉を始める切っ掛けとしてご活用くだ
さい。

◼ 「パートナーシップ構築宣言」を行っている企業も価格転
嫁・取引適正化に前向きです。是非、価格交渉を始める
切っ掛けとしてご活用ください。

「パートナーシップ構築宣
言」を行っている企業を検
索できます。取引先が宣言
していませんか？
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